
















令和６年度第１回 袖ケ浦市都市計画審議会 

 

日 時  令和６年５月１７日（金） 

午前９時３０分から 

場 所  袖ケ浦市役所中庁舎４階 

     第二委員会室 

 

次      第 

 

１ 開  会 

 

２ 辞令交付 

 

３ 市長あいさつ 

 

４ 委員紹介、職員紹介 

 

５ 袖ケ浦市都市計画審議会の所管事務等について【資料１】 

 

６ 議  事 

(1) 会長・副会長の選出について  

 

(2) 袖ケ浦市のまちづくりについて【資料２】 

 

(3) 都市計画の見直しの基本方針について【資料３】 

 

(4) その他 

 

７ 閉  会 



 資料1  

袖ケ浦市都市計画審議会条例   

平成１２年３月１７日条例第６号  

（設置）  

第１条  都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）

第７７条の２第１項の規定により、袖ケ浦市都市計画審議会（以下「審

議会」という。）を置く。  

（所管事務）  

第２条  審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。  

(１ ) 都市計画法に基づき審議会の権限とされた事項  

(２ ) 都市計画に関して市長が諮問した事項  

(３ ) その他市長が都市計画上必要と認める事項  

（組織）  

第３条  審議会は、委員１２人以内で組織する。  

２  委員は、次の各号に掲げる者について、市長が任命する。  

(１ ) 学識経験のある者  ５人以内  

(２ ) 市議会の議員  ２人以内  

(３ ) 関係行政機関の職員  ３人以内  

(４ ) 市の住民  ２人以内  

３  委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠

委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

４  委員は、再任されることができる。  

（臨時委員及び専門委員）  

第４条  審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、

臨時委員若干人を置くことができる。  

２  審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員

若干人を置くことができる。  

３  臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。  

４  臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委
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員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものと

する。  

（会長及び副会長）  

第５条  審議会に会長及び副会長１名を置く。  

２  会長及び副会長は、第３条第２項第１号に掲げる者につき任命された

委員のうちから委員の選挙によって定める。  

３  会長は、会務を総理し、審議会を代表する。  

４  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理

する。  

（会議）  

第６条  審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長

が会議の議長となる。  

２  会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の２分の１以上が出席し

なければ開くことができない。  

３  審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半

数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。  

（庶務）  

第７条  審議会の庶務は、都市建設部都市整備課において処理する。  

（報酬及び旅費等）  

第８条  委員（臨時委員及び専門委員を含む。）の報酬及び旅費等の費用

については、袖ケ浦市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例（昭和４６年条例第２６号）による。  

（委任）  

第９条  この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、

会長が審議会に諮って定める。  

 



 資料 2  

袖ケ浦市のまちづくりについて  

 
・面積：約 94.82㎢（ 9,482ha）  

・市街化区域： 2,189ha（約 23.1%）  

・市街化調整区域： 7,294ha（約 76.9%）  

・総人口： 66,041 人、世帯： 29,697 世帯  

 ※令和６年４月１日時点  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）都市計画とは  

都市計画は、都市の区域を対象として都市の将来像、整備目標、

土地利用・公共施設・公益施設・住宅・商業業務等の配置や規模

を定めた計画です。  

なお、都市計画の内容は市の都市計画マスタープランとの整合

を 図 る 必 要 が あ る ほ か 、 マ ス タ ー プ ラ ン の 上 位 計 画 で あ る 県 の

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」や市の総合計画な

どとも整合を図る必要があります。  

また、都市計画施設や区域などを明示した都市計画図があります。 

１．市の概要  

２．都市計画について  
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（２）区域区分の目的  

・無秩序な市街地の拡大による環境悪化の防止  

・計画的な公共施設整備による良好な市街地の形成  

・都市近郊の優良な農地・自然との健全な調和  

  都市計画区域を２つの区分に定めています。  

市街化区域：既に市街地である区域及び市街化を図るべき区域  

市街化調整区域：市街化を抑制すべき区域  

（３）区域区分の状況  

 別冊「袖ケ浦の都市計画」５６ページ参照  

 

 

 

（１）袖ケ浦市都市計画マスタープランを策定  

長期的な視点に立った都市の将来像、土地利用の

基本方針及び都市施設として道路・公園・下水道等の

配置方針等を明らかにする市の方針です。  

 また、各地区のまちづくりの方針を定め、都市計画

に関する具体的な施策の方針としての役割を果たす

ものです。  

・策定年月  令和 2 年７月（令和５年９月一部改定）  

・目標年次  令和１３年（２０３１年）  

  

３．近年の主な都市計画について  



 

~ 3 ~ 

（２）市街化調整区域における地区計画ガイドライン の策定  

「袖ケ浦市都市計画マスタープラン」に示した土地利用の方針に

基づいて、地区計画を活用し、市街化調整区域において秩序ある土

地利用を図ることを目的にガイドラインを策定しました。  

このガイドラインでは、集落地の人口減少や市街化区域縁辺部の

市街地の拡大、駅や高速道路 IC 周辺の開発抑制等の課題を踏まえ、

７つの地区計画の類型を定めています。  

・策定年月  令和３年３月策定（令和５年９月一部改定）  

・地区計画の類型  

 

（３）坂戸市場地区の区域区分、用途地域、地区計画等の決定  

 ・決定年月日  令和２年３月３１日  

 ・面積     約１２ｈａ  

 ・用途地域   第一種低層住居専用地域（約 1.0ｈａ）  

        第一種中高層住居専用地域（約 3.0ｈａ）  

        近隣商業地域（約 8.0ｈａ）  
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（４）土地区画整理事業 (袖ケ浦駅海側地区 )  

・事業期間  平成 23 年度から令和２年度   

・面   積  約 48.9ha  

・計画人口  3 ,700 人  

・居住人口  3 ,816 人  

（令和６年４月１日時点）  

・組合施行による土地区画整理事業  

・平成 29 年度  区域全域の使用収益開始  

（５）都市計画道路整備 (高須簑和田線 )  

・事業期間  平成 29 年度～令和 4 年度  

      令和４年１０月完成  

・主な事業内容  事業延長 (500ｍ )  

道路新設工事 (2 車線 )  

橋梁工事 (令和新川橋 )  

 

 

別冊「袖ケ浦の都市計画」５ページ参照  

・都市計画区域の整備、開発及び保全の方針  

・区域区分：市街化区域、市街化調整区域  

・地域地区：用途地域（ 10 地域）、高度地区、  

      防火・準防火地域、臨港地区、生産緑地地区  

・促進区域：土地区画整理促進区域  

・市街地開発事業：土地区画整理事業  

・地区計画  

・都市施設：道路、公園、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場  

 

 

４．都市計画の種類について  
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袖 ケ 浦 駅 周 辺 地 区 の 暮 ら し や す い 都 市 の 実 現  

(平 成 2 8 年 度 ～ 令 和 ２ 年 度 ）  

・ 主 な 事 業  市 道 整 備 、 近 隣 ・ 街 区 公 園 整 備 、 駐 輪 場 整 備 、  

防 犯 灯 設 置 等  

・ 令 和 ３ 年 度 に 計 画 に 対 す る 事 後 評 価 を 実 施  

 

 

（ １ ） 景 観 行 政 団 体 へ 移 行 （ 平 成 2 3 年 4 月 ）  

（ ２ ） 景 観 計 画 ・ 景 観 条 例 （ 平 成 2 6 年 4 月 1 日 施 行 ）  

  ・ 景 観 計 画 区 域 ： 市 内 全 域  

  ・ 届 出 対 象 行 為  

    建 築 物 ： 建 築 面 積 が 1 , 0 0 0 ㎡ 超 又 は 高 さ 1 0 m 超 の も の  

    そ の 他 ： 工 作 物 、 開 発 行 為 等  

（ ３ ） 景 観 形 成 推 進 地 区 （ 平 成 2 8 年 4 月 、 令 和 4 年 3 月 指 定 ）  

  ・ 袖 ケ 浦 駅 海 側 地 区    

・ 袖 ケ 浦 ブ ラ イ ト テ ラ ス 地 区 （ 坂 戸 市 場 地 区 ）  

（ ４ ） 景 観 重 要 公 共 施 設 （ 令 和 2 年 1 2 月 指 定 ）  

  ・ 袖 ケ 浦 公 園  

 

 

 

 

 

都 市 計 画 審 議 会 で は 、 そ の 権 限 に 属 さ れ た 都 市 計 画 の 事 項 の 調

査 審 議 及 び 市 長 の 諮 問 に 応 じ た 都 市 計 画 に 関 す る 事 項 の 調 査 審

議 を す る こ と と な り ま す 。 ま た 、 審 議 会 は こ れ ら 都 市 計 画 の 事

項 に つ い て 、市 等 に 建 議 す る こ と が で き ま す 。（都 市 計 画 法 第 ７

７ 条 ）  

 

５ ． 社 会 資 本 整 備総 合 交 付 金  

６ ．景 観 ま ち づ くり の 推 進 に つい て  
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都市計画の見直しの基本方針について 

１．都市計画の見直しについて 

 都市計画は、社会経済情勢の変化に適切に対応するため、概ね５年ごとに県が

実施する都市計画基礎調査等の結果、変更する必要が明らかとなったときは、当

該都市計画を変更することとされています。 

 現在、千葉県下全域においては、令和３年度に実施した都市計画基礎調査の結

果を踏まえ、令和５年６月に県が策定した「千葉県都市づくりビジョン」に基づ

き、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（広域都市計画マスタープラン

〈都市計画区域マスタープラン〉）や区域区分（市街化区域と市街化調整区域

の区分）の都市計画の見直し作業を行っております。 

 これらの都市計画は県が決定するものであり、今後、市から県に対して案の申

出を行い、縦覧等の手続きなど都市計画決定手続きを経て、令和７年度末に都市

計画決定を予定しております。 

 

 

千葉県総合計画 R4.3 

 

千葉県都市づくりビジョン R5.6 

 

都市計画見直しの基本方針 R6.3 

都市計画の見直し（R6～R7） 

・広域都市計画マスタープラン（都市計画区域マスタープラン） 

広域都市圏で共通して定める事項、都市計画区域毎に定める事項 

・区域区分（市街化区域と市街化調整区域の区分） 

 

市町村都市計画マスタープラン・立地適正化計画 

 

具体の都市計画（区域区分、地域地区、都市施設、市街地開発事業、地区計画等） 

 

図 計画の位置づけ 
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２．都市計画見直しの基本方針（R6.3千葉県） 

（１）都市づくりの基本的な考え方 

・広域的な視点に立ったマスタープランの策定 

・人口減少に対応したコンパクトで効率的な都市構造への転換 

・社会インフラ等を活用した多様な産業の受け皿の創出による地域振興 

・激甚化・頻発化する自然災害への対応 

・自然環境の保全と質の高い生活環境の整備 

（２）目標年次および人口等 

 ・目標年次 令和１７年（２０３５年） 

 ・対象区域 千葉県全域 

 ・将来人口 令和１７年 県総人口 ６０１万５千人 
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３．広域都市計画マスタープランの見直し 

（１）広域都市計画マスタープランについて 

広域都市計画マスタープランは、図の広域都市圏ごとに都市計画法第 6 条の 2 に

規定する都市計画区域マスタープランとして定める。 

（２）広域都市圏の設定 

広域都市圏は、県内の土地利用の状況及び見通し、地形等の自然条件、日常生活

圏等を勘案し、県総合計画を踏まえた6圏域を設定する。 

広域都市圏には、線引き都市計画区域、非線引き都市計画区域のほか、都市計画

区域外の市町も含むものとする。 

図 千葉県広域都市圏図 
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（３）広域都市計画マスタープランに定める事項 

〇広域都市圏で共通して定める事項 

1.都市づくりの基本理念 

2.現状と課題 

3.目指すべき将来像 

4.広域都市圏の都市づくりの目標と方向性 

5.広域都市圏構造図 

〇都市計画区域毎に定める事項 

1.区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針  

2.主要な都市計画の決定の方針 

・土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

・都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針 

・市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針 

・自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針 

 

（４）記載内容の時点修正等 

・袖ケ浦市総合計画（R2.6）、袖ケ浦市都市計画マスタープラン（R2,7、R5.9）

の内容の反映 

・前回見直し（H28.3）以降に完了した事業の修正 

・今後整備を予定する事業の追加 

・都市施設（都市計画道路、下水道等）の整備・配置目標 

・都市計画道路の整備率（現況）等の目標水準の修正、その他文章表現など

 

  



印刷：令和 6年 4月 9日 
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４．区域区分の見直し 

（１）都市計画の目標、目標年次、人口フレーム等 

令和３年度の都市計画基礎調査の結果に基づき、将来人口の見通し、少子高齢

化の動向、社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要な見直しを行います。 

 

表 将来人口フレーム 

見直し年度 基準年次 目標年次 
袖ケ浦市 

将来人口 

千葉県 

将来人口 

平成 19年度 平成 12年 平成 27年 62千人 6,188千人 

平成 28年度 平成 22年 平成 37年 62千人 6,172千人 

令和 7 年度 令和 2 年 令和 17年 ※63 千人 6,015千人 

※令和 17 年の将来人口は、「千葉県総合計画～新しい千葉の時代を切り開く～」の将来人

口推計をもとに、県が算出したもの。 

 

（２）市街化区域の編入地区の状況 

今回の都市計画の見直しにおいて、整備が完了した袖ケ浦椎の森工業団地２期

地区（H30.3）、坂戸市場地区（H2.3）の市街化区域への編入を追加する。 

また、国土地理院の全国都道府県市区町村別面積調の結果による修正を行う。 

 

（３）市街化区域への編入の考え方 

新たな市街化区域への編入は、県・市町村の都市計画の方針に整合し、道路・

公園・下水道等の都市基盤施設が整備されている又は整備されることが確実な区

域とする。 

 

 

５．スケジュール 

令和６年度 都市計画の原案作成 

都市計画原案検討、庁内照会、県へ都市計画原案提出、 

県との協議、説明会等 

令和７年度 都市計画の手続き 

        県へ都市計画案の申出、案の概要縦覧、案の縦覧、 

都市計画審議会、決定・告示 

 


